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都道府県水道行政部（局） 

  厚生労働大臣認可水道事業者       

厚生労働大臣認可水道用水供給事業者 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 

 

 

厚生労働省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する

政令等の施行に伴う健康局及び医薬・生活衛生局の組織再編等について 

 

 

 日頃より水道行政及び水道事業の推進に御尽力いただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

厚生労働省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令

（令和５年政令第 263 号）及び厚生労働省組織規則等の一部を改正する省令

（令和５年厚生労働省令第 107 号）が本日公布され、いずれも令和５年９月１

日から施行されます。 

 これにより健康局及び医薬・生活衛生局の組織再編が行われることとなり、

医薬・生活衛生局に置かれていた生活衛生、食品、水道関係の課及び事務を健

康局に移管するとともに、健康局の名称が「健康・生活衛生局」になります。

このため、「厚生労働省医薬・生活衛生局水道課」は、「厚生労働省健康・生活

衛生局水道課」となりますので、御連絡いたします。 

 なお、水道課の所掌事務の増減はなく、また、都道府県知事、指定都市・中

核市市長宛てには、別紙のとおり通知しておりますことを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

各                     御中 



 

健発０８３０第１号 

薬生発０８３０第８号 

生食発０８３０第１号 

令和５年８月 30 日 

 

各 都 道 府 県 知 事  

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長  

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

厚生労働省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令等の

施行に伴う健康局及び医薬・生活衛生局の組織再編等について（通知） 

 

厚生労働省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令（令和５

年政令第 263号）及び厚生労働省組織規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働

省令第 107号）が本日公布され、これらはいずれも令和５年９月１日より施行されるこ

ととなっている。これにより、健康局及び医薬・生活衛生局の組織再編が行われること

となった。今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、その施行に際し、格別の配

慮をお願いするとともに、各都道府県におかれては、貴都道府県内の指定都市及び中核

市を除く市町村（特別区を含む。）に対してもこの旨周知をお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

今般の組織再編では、厚生労働省に感染症対策部を新たに設置するとともに、これ

まで医薬・生活衛生局に置かれていた生活衛生、食品、水道関係の課及び事務を健康

殿 

SYHMF
テキスト ボックス
別紙



局に移管する。これに合わせて健康局の名称を「健康・生活衛生局」に、「医薬・生活

衛生局」の名称を「医薬局」に改称する。課及び事務の移管の具体的な内容は以下の

とおり。 

１ 感染症対策部の設置関係 

（１）健康・生活衛生局に感染症対策部を設置し、感染症対策部に企画・検疫課、感

染症対策課及び予防接種課を新設する。健康局結核感染症課及び参事官（予防接

種担当）並びに医薬・生活衛生局検疫所業務課は廃止する。 

（２）企画・検疫課の所掌事務は以下のとおりとする。 

・感染症対策部の所掌事務に関する総合調整 

・厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に

関する調整に関する事務 

・これまで健康局結核感染症課及び医薬・生活衛生局検疫所業務課が所管してい

た検疫に関する事務 

・これまで医薬・生活衛生局検疫所業務課が所管していた「販売の用に供し、又

は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整」に関す

る事務 等 

（３）感染症対策課の所掌事務は、これまで健康局結核感染症課が所管していた「エ

イズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する

医療」等に関する事務とするとともに、感染症対策課に、「感染症対策課の所掌

事務に関する情報の管理」に関する事務を行う感染症情報管理室を設置する。 

（４）予防接種課の所掌事務は、これまで健康局参事官（予防接種担当）が所管して

いた「予防接種の実施」等に関する事務とする。 

 

２ 生活衛生、食品、水道関係の課及び事務の移管関係 

（１）医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課を廃止するとともに、健康・生活

衛生局に、医薬・生活衛生局食品基準審査課、食品監視安全課、生活衛生課及び

水道課を振替設置する。 

（２）これまで医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課が所管していた事務のう

ち、 

・「製菓衛生師」に関する事務を健康・生活衛生局総務課へ 

・「健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係

るものに関する連絡調整」に関する事務を健康・生活衛生局食品基準審査課へ 



・「食品の安全に関するリスクコミュニケーション」に関する事務を健康・生活衛

生局食品監視安全課へ 

それぞれ移管する。 

 

第２ 既存の通知の取り扱いについて 

 今回の組織再編に伴い健康局、医薬・生活衛生局の通知については、今後次のよう

に取り扱うこととする。 

 （１）組織再編前に発出された健康局、医薬・生活衛生局内の各職による通知は、別

途の通知が発出されない限り、組織再編後に当該通知に係る事務を所管する職の

発出による通知とみなし、その効力を維持するものとする。 

 （２）組織再編前に発出された通知中の組織の名称及び職名については、今後、当該

通知を改正する際に組織再編に合わせた所要の改正を行うこととし、それまでの

間、組織再編後の組織の名称及び職名とみなして取り扱うこととする。 

 



厚生労働大臣

○ 感染症対応能力を強化するため、内閣感染症危機管理統括庁の設置と同じく９月１日に、厚生労働省に、感染症対策部を設

置（厚生労働省組織令改正）。
※ 医務技監（内閣感染症危機管理対策官（充て職））の感染症対策の関係部局の統理のもと、感染症対策部長がその指揮・命令の下で感染症対策に関する
省内の調整を主導する。

※ 感染症対策部に、「企画・検疫課」、「感染症対策課」、「予防接種課」の３課を設置する。

（現行の結核感染症課は「感染症対策課」とするとともに、同課に「結核対策推進室」を新設する。）

○ 感染症対策部は、平時から、感染症の特性の分析・把握、検査、予防接種、保健所の支援、検疫等について一体的に実施す

るとともに、感染症危機対応の業務に関する厚労省内の調整を主導。

○ 感染症危機時においては、感染症対策部を中核として応援職員を招集し、体制を迅速に構築。また、平時からの経験やデータ

の蓄積に基づく有効な感染症対応を組織的な指示系統のもと実施。

・平時から、感染症の特性の分析・把握、検査、予防接種、保健所の支援、検疫等について一体的に実施するとともに、感染症危機対応の
業務に関する厚労省内の調整を主導
・国立健康危機管理研究機構（令和７年度以降設置）の監督を担い、平時からの経験やデータを蓄積。

感染症対策部

感染症対策部のイメージ 内閣感染症危機管理統括庁

調整

・感染症危機時には、感染症対策部を中核と
して応援職員を招集し、体制を迅速に構築。

※平時より、感染症危機時に備えたリストを作成、

対象人員に対する研修を実施。

内閣感染症危機管理対策官

「感染症対策部」の概要

医務技監事務次官

医政局：医療病床・医療人材の確保

医薬産業振興・医療情報審議官：治療薬等の開発、物資の確保

健康・生活衛生局（本局）：保健所の体制構築（保健所応援体制の整備等）

医薬局：医薬品の承認審査 等

充て職

厚労省対策本部（感染症危機時）

国立健康危機管理研究機構（令和７年度以降設置）
・感染症に関する科学的知見の獲得・提供

監
督

科
学
的
知
見
の
提
供

科
学
的
知
見
の
提
供



（ 現 行 ） （ 令和５年９月１日 ）

結 核 感 染 症 課

【医薬・生活衛生局】

令和５年度 健康局組織再編（感染症対策部関連）

参 事 官 （ 予 防 接 種 担 当 ）

生 活 衛 生 ・ 食 品 安 全 審 議 官

企 画 ・ 検 疫 課

【健康・生活衛生局】

【医薬局】

予 防 接 種 課

感 染 症 対 策 部

感 染 症 対 策 課

【健康局】

生 活 衛 生 ・ 食 品 安 全 企 画 課

食 品 基 準 審 査 課

食 品 監 視 安 全 課

検 疫 所 業 務 課

生 活 衛 生 課

水 道 課

食 品 基 準 審 査 課

食 品 監 視 安 全 課

生 活 衛 生 課

水 道 課

健 康 局

総 務 課

健 康 課

が ん ・ 疾 病 対 策 課

難 病 対 策 課

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局

総 務 課

医 薬 品 審 査 管 理 課

医 療 機 器 審 査 管 理 課

医 薬 安 全 対 策 課

監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課

血 液 対 策 課 医 薬 局

総 務 課

医 薬 品 審 査 管 理 課

医 療 機 器 審 査 管 理 課

医 薬 安 全 対 策 課

監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課

血 液 対 策 課

健 康 ・ 生 活 衛 生 局

総 務 課

健 康 課

が ん ・ 疾 病 対 策 課

難 病 対 策 課



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

二
十

公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
並
び
に
国
民
生
活
の
安
定
の
観
点
か
ら
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適

正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業

の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

第
十
五
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）

第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
食
品
、
添
加
物
、
器
具
若
し
く
は
容
器
包

装
又
は
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
お
も
ち
ゃ
（
以
下
「
食
品
等
」
と
い
う
。）の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
六

栄
養
成
分
を
補
給
し
、
又
は
特
別
の
保
健
の
用
途
に
適
す
る
も
の
と
し
て
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に

関
す
る
こ
と
（
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

二
十
七

製
菓
衛
生
師
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

と
畜
場
及
び
食
鳥
処
理
場
の
衛
生
の
確
保
、
と
畜
検
査
及
び
食
鳥
検
査
そ
の
他
獣
畜
及
び
食
鳥
の
処
理

の
適
正
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九

第
七
号
及
び
第
二
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る

こ
と
（
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

感
染
症
対
策
部
は
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
五
号
（
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使

用
す
る
食
品
等
の
輸
入
に
際
し
て
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
健
康
局
」

を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
、
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
審
議
官
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
、
生
活
衛
生
・
食
品

安
全
審
議
官
一
人
」
を
削
り
、
同
条
中
第
八
項
を
削
り
、
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十

一
項
を
第
十
項
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
六
号
及
び
第
三
十
九
条
第
一
号
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
改
め
る
。

第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
三
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
目

健
康
・
生
活
衛
生
局

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
健
康
・
生
活
衛
生
局
に
置
く
課
）

第
四
十
条

健
康
・
生
活
衛
生
局
に
、
感
染
症
対
策
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
八
課
を
置
く
。

総
務
課

健
康
課

が
ん
・
疾
病
対
策
課

難
病
対
策
課

生
活
衛
生
課

水
道
課

食
品
基
準
審
査
課

食
品
監
視
安
全
課

２

感
染
症
対
策
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

企
画
・
検
疫
課

感
染
症
対
策
課

予
防
接
種
課

第
四
十
一
条
第
一
号
中
「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前

各
号
」
に
、「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

四

製
菓
衛
生
師
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
二
条
第
一
号
中
「
他
局
及
び
総
務
課
」
を
「
労
働
基
準
局
及
び
保
険
局
並
び
に
他
課
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
を
削
り
、
第
四
十
五
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
生
活
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条

生
活
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二

埋
葬
、
火
葬
及
び
改
葬
並
び
に
墓
地
及
び
納
骨
堂
に
関
す
る
こ
と
。

三

理
容
師
、
美
容
師
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
に
関
す
る
こ
と
。

四

理
容
所
、
美
容
所
、
興
行
場
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
場
所
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
所
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
省
組
織
令
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
五
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
二
百
六
十
三
号

厚
生
労
働
省
組
織
令
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一

条
第
四
項
並
び
に
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
、「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
」
に
、「
医
薬
・
生

活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
、「
第
五
十
八
条
の
四
」
を
「
第
五
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
健
康
局

医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局

医
薬
局

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
労
働
基
準

局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
に
感
染
症
対
策
部
を
、
労
働
基
準
局
」
に
改
め
る
。

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
他
局
」
を

「
労
働
基
準
局
及
び
保
険
局
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
六
号
中「（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
号
を

同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
感
染
症
」
を
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
感
染
症
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

第
五
条
に
次
の
十
五
号
を
加
え
る
。

十
五

化
製
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

埋
葬
、
火
葬
及
び
改
葬
並
び
に
墓
地
及
び
納
骨
堂
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

理
容
師
、
美
容
師
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

理
容
所
、
美
容
所
、
興
行
場
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
場
所
及
び
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
所
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
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五

公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
並
び
に
国
民
生
活
の
安
定
の
観
点
か
ら
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正

化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
感
染
症
対
策
部
並
び
に
水

道
課
及
び
食
品
監
視
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
水
道
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条

水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

二

井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

（
食
品
基
準
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条

食
品
基
準
審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

食
品
等
及
び
洗
浄
剤
の
衛
生
に
関
す
る
規
格
又
は
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
監
視
安
全
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。）。

二

農
薬
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
食
品
の
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る

規
格
又
は
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

三

食
品
衛
生
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
注
意
を
必
要
と
す
る
成
分
又
は
物
の
指
定
に
関
す
る
こ

と
。

四

栄
養
成
分
を
補
給
し
、
又
は
特
別
の
保
健
の
用
途
に
適
す
る
も
の
と
し
て
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す

る
こ
と
（
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
に
限
り
、
食
品
監
視
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

五

食
品
及
び
添
加
物
の
衛
生
に
関
す
る
輸
出
検
査
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

六

健
康
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
事
務
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
で
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
係
る
も
の
に
関
す

る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
及
び
国
民
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

一

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
十
六
第
一
号

二

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
第
六
条
の
四
の
二
第
一
号

（
食
品
監
視
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条

食
品
監
視
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

食
品
衛
生
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

三

食
品
衛
生
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
国
民
か
ら
の
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
こ
と
。

四

食
品
衛
生
監
視
員
に
関
す
る
こ
と
。

五

食
品
等
及
び
洗
浄
剤
の
衛
生
に
関
す
る
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
感
染
症
対
策
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

六

農
薬
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
食
品
の
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る

こ
と
（
食
品
基
準
審
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

七

食
品
衛
生
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
品
検
査
並
び
に
同
項
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査

施
設
に
関
す
る
こ
と
。

八

食
品
及
び
添
加
物
の
衛
生
に
関
す
る
輸
出
検
査
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
基
準
審
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

九

と
畜
場
及
び
食
鳥
処
理
場
の
衛
生
の
確
保
、
と
畜
検
査
及
び
食
鳥
検
査
そ
の
他
獣
畜
及
び
食
鳥
の
処
理
の
適

正
に
関
す
る
こ
と
。

十

化
製
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
三
目
中
第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
企
画
・
検
疫
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
の
二

企
画
・
検
疫
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

感
染
症
対
策
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

三

港
及
び
飛
行
場
に
お
け
る
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

四

販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
食
品
等
の
輸
入
に
際
し
て
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
感
染
症
対
策
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

（
感
染
症
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
の
三

感
染
症
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

エ
イ
ズ
、
結
核
そ
の
他
の
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止
並
び
に
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
こ
と
（
他
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二

感
染
症
に
よ
り
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
に

関
す
る
こ
と
（
企
画
・
検
疫
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

（
予
防
接
種
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
の
四

予
防
接
種
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
物
学
的
製
剤
（
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。）の
生
産
及
び
流
通
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
四
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
目

医
薬
局

第
四
十
九
条
の
見
出
し
を「（
医
薬
局
に
置
く
課
）」に
改
め
、
同
条
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」に
、

「
十
二
課
」
を
「
六
課
」
に
、 「

血
液
対
策
課

生
活
衛
生
・
食
品
安
全
企
画
課

食
品
基
準
審
査
課

食
品
監
視
安
全
課

検
疫
所
業
務
課

生
活
衛
生
課

水
道
課

」
を
「
血
液
対
策
課
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
号
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」

を
「
医
薬
局
」
に
改
め
、「（
第
六
条
第
十
八
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
五
十
五
条
第
五
号
中
「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

削
除

第
五
十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
百
二
十
一
条
の
三
第
四
号
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
改
め
る
。

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
中
「
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
企
画
課
及
び
」
を
削
る
。
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（
厚
生
科
学
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
健
康
局
参
事
官
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
感
染
症
対
策
部
予
防
接
種
課
」
に
、「
医
薬
・

生
活
衛
生
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
る
。

（
医
道
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
道
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
を
「
医
薬
局
」
に
改
め
る
。

（
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
」
を
「
医
薬
局
総
務
課
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
医
薬
・
生

活
衛
生
局
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
企
画
課
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
」
に
改
め
る
。

（
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
健
康
局
総
務
課
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
健
康
局
結
核

感
染
症
課
及
び
参
事
官
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
感
染
症
対
策
部
企
画
・
検
疫
課
、
感
染
症
対
策
課
及
び
予
防
接

種
課
」
に
改
め
る
。

（
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
健
康
局
」
を
「
健
康
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
る
。

一

が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
七
十
六
号
）
第
五
条

二

肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
百
九
号
）
第
五
条

三

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
推
進
協
議
会
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
百
一
号
）
第
六
条

四

循
環
器
病
対
策
推
進
協
議
会
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
四
十
一
号
）
第
五
条

五

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
補
償
金
認
定
審
査
会
令
（
令
和
二
年
政
令
第
五
号
）
第
四
条

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄





厚
生
労
働
省
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

本
省

第
一
章

本
省

第
一
節

内
部
部
局

第
一
節

内
部
部
局

第
一
款
・
第
二
款

（
略
）

第
一
款
・
第
二
款

（
略
）

第
三
款

健
康
・
生
活
衛
生
局
（
第
十
九

条

第
二
十
三
条
の
五
）

第
三
款

健
康
局
（
第
十
九
条

第
二
十
三

条
）

第
四
款

医
薬
局
（
第
二
十
四
条

第
二
十

九
条
の
二
）

第
四
款

医
薬
・
生
活
衛
生
局
（
第
二
十
四

条

第
二
十
九
条
の
二
）

第
五
款
〜
第
十
三
款

（
略
）

第
五
款
〜
第
十
三
款

（
略
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
二
章
〜
第
四
章

（
略
）

第
二
章
〜
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
公
文
書
監
理
・
情
報
公
開
室
及
び
広
報
室
並
び

に
企
画
官
、
訟
務
官
及
び
法
務
専
門
官
）

（
公
文
書
監
理
・
情
報
公
開
室
及
び
広
報
室
並
び

に
企
画
官
、
訟
務
官
及
び
法
務
専
門
官
）

第
三
条

総
務
課
に
、
公
文
書
監
理
・
情
報
公
開
室

及
び
広
報
室
並
び
に
企
画
官
十
九
人
、
訟
務
官
三

人
及
び
法
務
専
門
官
二
人
を
置
く
。

第
三
条

総
務
課
に
、
公
文
書
監
理
・
情
報
公
開
室

及
び
広
報
室
並
び
に
企
画
官
二
十
一
人
、
訟
務
官

三
人
及
び
法
務
専
門
官
二
人
を
置
く
。

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

（
災
害
等
危
機
管
理
対
策
室
及
び
研
究
企
画
官
）

（
健
康
危
機
管
理
・
災
害
対
策
室
及
び
研
究
企
画

官
）

第
六
条

厚
生
科
学
課
に
、
災
害
等
危
機
管
理
対
策

室
及
び
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
六
条

厚
生
科
学
課
に
、
健
康
危
機
管
理
・
災
害

対
策
室
及
び
研
究
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

災
害
等
危
機
管
理
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

健
康
危
機
管
理
・
災
害
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

災
害
等
危
機
管
理
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３

健
康
危
機
管
理
・
災
害
対
策
室
に
、
室
長
を
置

く
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
）

（
医
療
機
器
政
策
室
及
び
首
席
流
通
指
導
官
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

医
療
機
器
政
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

２

医
療
機
器
政
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一

医
療
機
器
そ
の
他
衛
生
用
品
の
生
産
、
流
通

及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
医
薬
局
及
び
研
究
開
発
政
策
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

一

医
療
機
器
そ
の
他
衛
生
用
品
の
生
産
、
流
通

及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
及
び
研
究
開
発
政

策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
及
び
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五

十
二
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





（
治
験
推
進
室
）

（
治
験
推
進
室
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

治
験
推
進
室
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第

十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
推
進
に
関
す
る
事
務

（
医
薬
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）を
つ

か
さ
ど
る
。

２

治
験
推
進
室
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第

十
七
項
に
規
定
す
る
治
験
の
推
進
に
関
す
る
事
務

（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）を
つ
か
さ
ど
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
款

健
康
・
生
活
衛
生
局

第
三
款

健
康
局

（
指
導
調
査
室
）

（
指
導
調
査
室
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

指
導
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

２

指
導
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

健
康
・
生
活
衛
生
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の

実
施
状
況
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

健
康
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
実
施
状
況
の

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
地
域
保
健
企
画
官
及
び
保
健
指
導
官
）

（
健
康
対
策
企
画
官
及
び
保
健
指
導
官
）

第
二
十
条

健
康
課
に
、
地
域
保
健
企
画
官
及
び
保

健
指
導
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
二
十
条

健
康
課
に
、
健
康
対
策
企
画
官
及
び
保

健
指
導
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

地
域
保
健
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
健
康
課

の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

２

健
康
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
健
康
課

の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
肝
炎
対
策
推
進
室
）

（
肝
炎
対
策
推
進
室
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

肝
炎
対
策
推
進
室
は
、
肝
炎
の
予
防
及
び
治
療

に
関
す
る
事
務
（
他
局
及
び
感
染
症
対
策
部
並
び

に
難
病
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）

を
つ
か
さ
ど
る
。

２

肝
炎
対
策
推
進
室
は
、
肝
炎
の
予
防
及
び
治
療

に
関
す
る
事
務
（
他
局
並
び
に
結
核
感
染
症
課
及

び
難
病
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）

を
つ
か
さ
ど
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
感
染
症
情
報
管
理
官
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

結
核
感
染
症
課
に
、
感
染
症
情
報
管

理
官
一
人
を
置
く
。

２

感
染
症
情
報
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
結
核

感
染
症
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
情
報
の
管
理
に

当
た
る
。

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

（
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
）

第
二
十
三
条

生
活
衛
生
課
に
、
生
活
衛
生
対
策
企

画
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。）を
置
く
。

（
新
設
）

２

生
活
衛
生
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次

に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
、
企

画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

一

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ

と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の

向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
感
染
症
対
策

部
並
び
に
食
品
監
視
安
全
課
及
び
水
道
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

（
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
）

第
二
十
三
条
の
二

水
道
課
に
、
水
道
計
画
指
導
室

及
び
水
道
水
質
管
理
官
一
人
を
置
く
。

（
新
設
）

２

水
道
計
画
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一

水
道
用
水
の
供
給
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案

に
関
す
る
こ
と
。

二

水
道
の
広
域
的
な
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
行
う
業
務
に

関
す
る
こ
と
。

３

水
道
計
画
指
導
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

水
道
水
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
課

の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
水
道
水
に
係
る
水
質
基
準

そ
の
他
の
水
質
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
。

（
輸
入
食
品
安
全
対
策
室
）

第
二
十
三
条
の
三

食
品
監
視
安
全
課
に
、
輸
入
食

品
安
全
対
策
室
を
置
く
。

（
新
設
）

２

輸
入
食
品
安
全
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

の
う
ち
、
輸
入
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の

防
止
に
関
す
る
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



二

食
品
等
及
び
洗
浄
剤
の
衛
生
に
関
す
る
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
（
感
染
症
対
策
部
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

農
薬
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
食
品

の
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の

防
止
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
基
準
審
査
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

四

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項

の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

３

輸
入
食
品
安
全
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
検
疫
所
業
務
企
画
調
整
官
）

第
二
十
三
条
の
四

企
画
・
検
疫
課
に
、
検
疫
所
業

務
企
画
調
整
官
一
人
を
置
く
。

（
新
設
）

２

検
疫
所
業
務
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、

企
画
・
検
疫
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
感
染
症
情
報
管
理
室
）

第
二
十
三
条
の
五

感
染
症
対
策
課
に
、
感
染
症
情

報
管
理
室
を
置
く
。

（
新
設
）

２

感
染
症
情
報
管
理
室
は
、
感
染
症
対
策
課
の
所

掌
事
務
に
関
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

３

感
染
症
情
報
管
理
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
四
款

医
薬
局

第
四
款

医
薬
・
生
活
衛
生
局

（
輸
入
食
品
安
全
対
策
室
）

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で

削
除

第
二
十
七
条

食
品
監
視
安
全
課
に
、
輸
入
食
品
安

全
対
策
室
を
置
く
。

２

輸
入
食
品
安
全
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

の
う
ち
、
輸
入
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の

防
止
に
関
す
る
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

二

食
品
等
及
び
洗
浄
剤
の
衛
生
に
関
す
る
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
企

画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

農
薬
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
食
品

の
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の

防
止
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
基
準
審
査
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

（
検
疫
所
業
務
企
画
調
整
官
）

第
二
十
八
条

検
疫
所
業
務
課
に
、
検
疫
所
業
務
企

画
調
整
官
一
人
を
置
く
。

２

検
疫
所
業
務
企
画
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、

検
疫
所
業
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
当
た
る
。

（
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
）

第
二
十
九
条

生
活
衛
生
課
に
、
生
活
衛
生
対
策
企

画
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。）を
置
く
。

２

生
活
衛
生
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次

に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
、
企

画
及
び
立
案
に
当
た
る
。

一

建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ

と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の

向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
健
康
局
並
び

に
食
品
監
視
安
全
課
及
び
水
道
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。）。

（
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
）

第
二
十
九
条
の
二

水
道
課
に
、
水
道
計
画
指
導
室

及
び
水
道
水
質
管
理
官
一
人
を
置
く
。

２

水
道
計
画
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一

水
道
用
水
の
供
給
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案

に
関
す
る
こ
と
。

二

水
道
の
広
域
的
な
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
行
う
業
務
に

関
す
る
こ
と
。

３

水
道
計
画
指
導
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

水
道
水
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
課

の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
水
道
水
に
係
る
水
質
基
準

そ
の
他
の
水
質
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
。

四

食
品
衛
生
法
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

３

輸
入
食
品
安
全
対
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。
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（
社
会
保
険
審
査
調
整
室
）

（
削
る
）

第
六
十
八
条

総
務
課
に
、
社
会
保
険
審
査
調
整
室

を
置
く
。

２

社
会
保
険
審
査
調
整
室
は
、
社
会
保
険
審
査
会

の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

社
会
保
険
審
査
調
整
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
六
十
八
条

（
略
）

第
六
十
八
条
の
二

（
略
）

（
年
金
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

（
年
金
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
二
の
二

年
金
指
導
課
は
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
百
十
条
の
二
の
二

年
金
指
導
課
は
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

日
本
年
金
機
構
が
行
う
滞
納
処
分
等
（
国
税

滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
処
分
並
び
に
国
税
徴
収

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第

百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
、
検
査
及
び

提
示
又
は
提
出
の
要
求
、
同
法
第
百
四
十
一
条

の
二
の
規
定
に
よ
る
物
件
の
留
置
き
並
び
に
同

法
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
捜
索
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
百
十
条
の
二
の
四

に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
認
可
に
関
す
る
こ

と
。

二

日
本
年
金
機
構
が
行
う
滞
納
処
分
等
（
国
税

滞
納
処
分
の
例
に
よ
る
処
分
並
び
に
国
税
徴
収

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第

百
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
及
び
検
査
並

び
に
同
法
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
捜
索

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
百
十
条
の
二

の
四
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
認
可
に
関
す
る

こ
と
。

三
〜
十

（
略
）

三
〜
十

（
略
）

（
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
総
括
審
議
官
等
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
総
括
審
議
官
等
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年

厚
生
労
働
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
審
議
官
）

（
審
議
官
）

第
二
条

国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
四
の
二
第

一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
審
議
官
は
、
厚

生
労
働
省
組
織
令
第
十
八
条
第
十
項
に
規
定
す
る

審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
事
務

の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括

整
理
す
る
者
と
す
る
。

第
二
条

国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
四
の
二
第

一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
審
議
官
は
、
厚

生
労
働
省
組
織
令
第
十
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
事

務
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総

括
整
理
す
る
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
十
条
の

二
の
二
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六
に
規
定
す
る
総
括
審
議
官
等
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六
に
規
定
す
る
総
括
審
議
官
等
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
審
議
官
）

（
審
議
官
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六

第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
審
議
官
は
、

厚
生
労
働
省
組
織
令
第
十
八
条
第
十
項
に
規
定
す

る
審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
事

務
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総

括
整
理
す
る
者
と
す
る
。

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六

第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
審
議
官
は
、

厚
生
労
働
省
組
織
令
第
十
八
条
第
十
一
項
に
規
定

す
る
審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る

事
務
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を

総
括
整
理
す
る
者
と
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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